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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主表面に感圧手段を有する基板と、前記基板を収容する収容領域を有する保護部材とを
備え、前記基板を生体に押圧して脈波を測定する脈波測定装置であって、
　前記保護部材は、導電性材料にて形成されており、
　前記収容領域を構成する前記保護部材の壁面が、前記基板の端面との間に空気室が介在
するように配置されている、脈波測定装置。
【請求項２】
　前記空気室は、前記基板の全周にわたって位置している、請求項１に記載の脈波測定装
置。
【請求項３】
　前記空気室は、大気開放されている、請求項１または２に記載の脈波測定装置。
【請求項４】
　信号を処理する回路基板と、前記感圧手段から出力される信号を前記回路基板に伝達す
るフレキシブル配線とをさらに備え、
　前記フレキシブル配線は、前記保護部材に固定された固定部と、前記基板に接続された
接続部と、前記固定部と前記接続部との間に位置する弛緩部とを含んでいる、請求項１か
ら３のいずれかに記載の脈波測定装置。
【請求項５】
　前記弛緩部が、前記空気室内に位置している、請求項４に記載の脈波測定装置。
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【請求項６】
　信号を処理する回路基板と、前記感圧手段から出力される信号を前記回路基板に伝達す
るフレキシブル配線とをさらに備え、
　前記フレキシブル配線は、前記保護部材に固定された固定部と、前記基板に接続された
接続部とを有し、
　前記フレキシブル配線の前記固定部と前記接続部との間には、前記フレキシブル配線の
他の部位とは異なる剛性を含む部位が位置している、請求項１から３のいずれかに記載の
脈波測定装置。
【請求項７】
　前記基板の前記主表面および前記空気室を覆う保護膜と、
　前記保護膜の周縁部を前記保護部材の外周壁に対して締め付けて取付ける取付け手段と
をさらに備えた、請求項１から３のいずれかに記載の脈波測定装置。
【請求項８】
　前記保護部材は、前記基板の前記主表面と直交する方向から見た外形が略円形状であり
、
　前記取付け手段は、Ｏリングである、請求項７に記載の脈波測定装置。
【請求項９】
　前記保護部材の前記外周壁は、前記Ｏリングの内側部分に嵌合する嵌合凹部を全周にわ
たって有しており、
　前記Ｏリングの外側部分は、前記保護部材の前記外周壁より突出している、請求項８に
記載の脈波測定装置。
【請求項１０】
　前記保護膜および前記取付け手段が一体物として形成されている、請求項７に記載の脈
波測定装置。
【請求項１１】
　前記保護膜は、前記周縁部に襞部を有している、請求項７から１０のいずれかに記載の
脈波測定装置。
【請求項１２】
　前記保護部材は、前記収容領域を含む内側枠体と、前記内側枠体の外周壁を取り囲むよ
うに前記内側枠体に嵌め合わされる外側枠体とを含み、
　前記外側枠体は、前記基板の前記主表面および前記空気室を覆う保護膜部を有し、
　前記外側枠体の外周壁には、全周にわたって突出部が設けられている、請求項１から３
のいずれかに記載の脈波測定装置。
【請求項１３】
　信号を処理する回路基板と、前記感圧手段から出力される信号を前記回路基板に伝達す
るフレキシブル配線とをさらに備え、
　前記保護部材は、前記収容領域を含む内側枠体と、前記内側枠体の外周壁を取り囲むよ
うに前記内側枠体に嵌め合わされる外側枠体とを含み、
　前記内側枠体と前記外側枠体との間を前記フレキシブル配線が挿通している、請求項１
から３のいずれかに記載の脈波測定装置。
【請求項１４】
　前記外側枠体は、前記外側枠体の内周面から突出して設けられ、前記収容領域が形成さ
れた前記内側枠体の収容領域形成面の周縁に距離をもって面する張り出し部を有し、
　前記内側枠体と前記外側枠体との間を挿通する前記フレキシブル配線が、前記張り出し
部によって保護されている、請求項１３に記載の脈波測定装置。
【請求項１５】
　前記保護部材は、接地電位に電気的に接続されている、請求項１から３のいずれかに記
載の脈波測定装置。
【請求項１６】
　信号を処理する回路基板と、前記感圧手段から出力される信号を前記回路基板に伝達す
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るフレキシブル配線とをさらに備え、
　前記フレキシブル配線を用いて、前記保護部材が接地電位に電気的に接続されている、
請求項１５に記載の脈波測定装置。
【請求項１７】
　前記保護部材は、金属材料またはセラミックス材料にて形成されている、請求項１から
３のいずれかに記載の脈波測定装置。
【請求項１８】
　前記保護部材は、表面に複数の微小な凹凸を有している、請求項１から３のいずれかに
記載の脈波測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脈波測定装置に関するものであり、特に、感圧手段を有する基板を生体に押
圧することにより脈波を測定する押圧式の脈波測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、被測定物に押圧することによりその被測定物との間の接触圧を測定する押圧式
の圧力測定装置が知られている。この押圧式の圧力測定装置を応用した装置として、脈波
測定装置がある。脈波測定装置は、生体内の皮膚より比較的浅いところに位置する動脈に
発生する脈波を測定するために、感圧手段を有する基板を体表に押圧して脈波を測定する
装置である。このような脈波測定装置を用いて被験者の脈波を測定することは、被験者の
健康状態を知るために非常に重要である。
【０００３】
　この押圧式の脈波測定装置においては、感圧手段として歪ゲージやダイヤフラムを利用
した半導体圧力検出装置が用いられるのが一般的である。この場合、生体に装着されるハ
ウジングの表面に脈波を検出するための感圧手段が位置するように基板が配設される。こ
の種の押圧式の脈波測定装置に関する文献として、特開平４－６７８３９号公報（特許文
献１）がある。
【０００４】
　図３３は、上記公報に開示された脈波測定装置の概略部分断面図である。図３３に示す
ように、上記公報に開示の脈波測定装置は、ハウジングの表面に感圧部１３０を備えてい
る。感圧部１３０は、感圧素子が主表面に形成された半導体基板１０１と、この半導体基
板１０１を支持する支持部材１０９と、この支持部材１０９を固定する保護部材１１２と
を含む。ハウジング内部には、感圧素子から出力される信号を処理する処理回路が設けら
れた回路基板１２６が配置されている。感圧素子が形成された半導体基板１０１と回路基
板１２６との電気的な接続は、フレキシブル配線１１８によって行なわれる。感圧素子を
保護するため、感圧部１３０はシリコンゴム１２３によって封止されている。すなわち、
シリコンゴム１２３によって感圧素子が形成された半導体基板１０１の上面および端面が
覆われている。
【特許文献１】特開平４－６７８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記構造の脈波測定装置にあっては、以下に示す種々の問題を有してい
る。
【０００６】
　まず、第１に、環境温度の変化や体表からの熱伝達により、半導体基板の周囲を覆って
いるシリコンゴムに体積変動が生じる問題がある。この体積変動は、半導体基板に応力と
して作用するため、この応力が感圧素子に作用し、検出する脈波にノイズとなって重畳す
るおそれを有している。このシリコンゴムの体積変動は、被験者の体表に付着した汗をシ
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リコンゴムが吸汗することによっても生じる。また、シリコンゴム内や、半導体基板とシ
リコンゴムとの間に気泡（ボイド）がある場合には、シリコンゴムの体積変動にボイド自
体の体積変動も加わり、応力が半導体基板に複雑に作用することになる。この結果、精度
よく脈波を測定することがさらに困難となる。
【０００７】
　第２に、シリコンゴムによって半導体基板の変形が抑止されてしまう問題がある。半導
体基板には、脈動に伴う圧力により感圧面と交差する方向に力が加わる。この力によって
、半導体基板は横方向に延びようと僅かに変形しようとする。しかしながら、上記構造で
はシリコンゴムによって半導体基板の端面が封止されているため、半導体基板の横方向へ
の変形が抑止される。このため、半導体基板内の応力分布が複雑化し、結果として感圧素
子にて検出する脈波にノイズとなって重畳するおそれがある。
【０００８】
　第３に、感圧面上に皮膚張力が作用する問題がある。以下においては、この問題点を図
を用いて詳細に説明する。
【０００９】
　図３４は、従来の脈波測定装置におけるこの問題点を指摘するための模式図である。図
３４に示すように、押圧式の脈波測定装置においては、感圧部１３０が体表４０に向かっ
て（図中矢印Ａ方向）押圧されることにより、脈波が測定される。感圧面１０２がフラッ
トな場合には、皮膚張力が感圧面と水平な方向にはたらくため、感圧素子に皮膚張力が影
響するおそれはない。
【００１０】
　しかしながら、上記公報に開示の脈波測定装置では、図３３に示すように、感圧素子か
ら出力される信号を回路基板１２６に伝達するためのフレキシブル配線１１８が半導体基
板１０１の主表面上に接続されているため、半導体基板１０１の主表面には、シリコンゴ
ム１２３のみが位置する領域と、シリコンゴム１２３とフレキシブル配線１１８とが位置
する領域とが存在することになる。
【００１１】
　フレキシブル配線１１８は、シリコンゴム１２３に比べて弾性に大きく劣る。このため
、上記公報に開示の脈波測定装置においては、図３４に示すように、感圧面に凹凸がある
状態と同じ状態となる。この場合、図３４に示すように、感圧面１０２直下の皮膚に感圧
面１０２と交差する方向（図中矢印Ｂ方向）に皮膚張力がはたらく。この結果、皮膚張力
の分力が感圧面１０２へと作用する。このため、半導体基板１０１内部の応力分布が複雑
化し、検出する脈波にノイズとなって重畳するおそれがある。
【００１２】
　以上のように、上記公報に開示の脈波測定装置にあっては、種々の応力が半導体基板に
作用するため、検出する脈波にノイズとなって重畳する問題があり、精度よく安定的に脈
波を測定することが困難となっていた。
【００１３】
　一方、半導体基板への側面からの応力に対するシリコンゴムの保護効果を十分に発揮す
るためには、封止するシリコンゴムの厚みを十分に厚くしなければならない。しかしなが
ら、シリコンゴムの厚みを厚くしたのでは、脈波測定装置が大型化し、生体にフィットす
る形状を実現し難くなる。
【００１４】
　このように、上記公報に開示の脈波測定装置にあっては、感圧素子の保護効果を確保す
るために感圧部が大型化する問題があり、小型で高性能の脈波測定装置を提供することが
困難となっていた。
【００１５】
　したがって、本発明は、上述の問題点を解決すべくなされたものであり、精度よく安定
的に脈波を測定することが可能な脈波測定装置を提供することを目的とする。
【００１６】
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　また、小型で高性能の脈波測定装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に基づく脈波測定装置は、主表面に感圧手段を有する基板と、この基板を収容す
る収容領域を有する保護部材とを備えており、基板を生体に押圧して脈波を測定する脈波
測定装置である。本発明に基づく脈波測定装置においては、保護部材が、導電性材料で形
成されており、収容領域を構成する保護部材の壁面が、基板の端面との間に空気室が介在
するように配置されている。
【００１８】
　このように、感圧手段を有する基板の端面を空気室が取り囲むように、収容領域を構成
する保護部材の壁面と基板の端面とを離間して配置することにより、環境温度の変化や体
表からの熱伝達が生じた場合にも、基板内部の応力分布が複雑化することがなくなる。す
なわち、基板の端面を空気室にて取り囲むことにより、基板の端面を他の部材で覆った場
合に他の部材の体積変動によって生じる応力が基板にかかることがなくなるため、精度よ
く安定的に脈波を測定することが可能になる。また、保護部材を導電性材料で形成するこ
とにより、静電気の影響や、電界・磁界ノイズの影響を感圧手段が受け難くなるため、精
度よく安定的に脈波が測定できるようになる。
【００１９】
　また、基板の端面を空気室にて取り囲むことにより、基板を被測定物に押圧することに
よって生ずる基板の横方向への変形が抑止されることがなくなるため、基板内部の応力が
複雑化することもなくなり、結果として精度よく安定的に脈波を測定することが可能にな
る。
【００２０】
　さらには、保護部材の収容領域内に基板を配置することにより、保護部材によって確実
に基板が保護されるため、小型で高性能の脈波測定装置を提供することが可能になる。
【００２１】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、上記空気室は上記基板の全周
にわたって位置していることが好ましい。このように、基板の端面のすべての部分を開放
し、空気室と面するように構成することにより、基板にかかる応力を大幅に低減すること
が可能になる。このため、非常に高い精度で脈波を測定することが可能になる。
【００２２】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、上記空気室が大気開放されて
いることが好ましい。このように、空気室を大気開放することにより、空気室内の空気の
圧力を常に大気圧に維持することが可能になるため、基板に生じる応力を大幅に低減する
ことが可能になる。
【００２３】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、信号を処理する回路基板と、感圧手段か
ら出力される信号を回路基板に伝達するフレキシブル配線とをさらに備えていてもよい。
この場合、フレキシブル配線が、固定部と接続部と弛緩部とを含んでいることが好ましい
。ここで、固定部は、保護部材に固定される部位であり、接続部は、基板に接続される部
位である。また、弛緩部は、この固定部と接続部との間に位置していることが好ましい。
このように、フレキシブル配線に弛緩部を設けることにより、フレキシブル配線に体積変
動が生じた場合にも弛緩部によって応力が緩和されるため、基板にかかる応力を大幅に低
減することが可能になる。この結果、精度よく安定的に脈波を測定することが可能になる
。
【００２４】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、上記弛緩部が空気室内に位置
していることが好ましい。このように、空気室内にフレキシブル配線の弛緩部を配置する
ことにより、弛緩部を設けることによる装置の大型化が回避されるため、小型で高性能の
脈波測定装置を提供することが可能になる。
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【００２５】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、信号を処理する回路基板と、感圧手段か
ら出力される信号を回路基板に伝達するフレキシブル配線とをさらに備えていてもよい。
この場合、フレキシブル配線が、固定部と接続部とを有していることが好ましい。ここで
、固定部は、保護部材に固定される部位であり、接続部は、基板に接続される部位である
。また、フレキシブル配線の固定部と接続部との間には、フレキシブル配線の他の部位と
は異なる剛性を含む部位が位置していることが好ましい。このように、フレキシブル配線
に他の部位とは剛性の異なる部位を設けることにより、フレキシブル配線に体積変動が生
じた場合にもこの部位によって応力が緩和されるため、基板にかかる応力を大幅に低減す
ることが可能になる。この結果、精度よく安定的に脈波を測定することが可能になる。な
お、フレキシブル配線に剛性の異なる部位を設けるためには、フレキシブル配線の被覆を
一部分だけ剥いだり、一部だけ薄くしたりすることで実現可能である。
【００２６】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、基板の主表面および上記空気室を覆う保
護膜と、この保護膜の周縁部を保護部材の外周壁に対して締め付けて取付ける取付け手段
とをさらに備えていることが好ましい。このように、基板の主表面を覆う保護膜を設ける
ことにより、感圧手段の破損が防止されるようになる。また、取付け手段を用いて保護膜
を保護部材の外周壁に締め付けて取付けることにより、保護膜が保護部材から剥がれるこ
とが防止されるようになる。
【００２７】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、基板の主表面と直交する方向
から見た保護部材の外形が略円形状であり、かつ取付け手段がＯリングであることが好ま
しい。このように、保護部材の外形を略円形状とすることにより、Ｏリングで保護膜を保
護部材に簡便に取付けることが可能になる。
【００２８】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護部材の外周壁が、Ｏリン
グの内側部分に嵌合する嵌合凹部を全周にわたって有していることが好ましく、またＯリ
ングの外側部分は、保護部材の外周壁より突出していることが好ましい。このように、保
護部材の外周壁に嵌合凹部を設け、この嵌合凹部にＯリングを嵌め込むことにより、確実
に保護膜の剥がれを防止することができる。また、保護部材の外周壁からＯリングの外側
部分が突出するように構成することにより、有底筒状の測定治具を基板の表面側からＯリ
ングに密着するように被せることによって簡便に感圧面を含む密閉系を構成することが可
能になるため、感圧素子の出力特性を容易に測定することができるようになる。
【００２９】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護膜と取付け手段とが一体
物として形成されていることが好ましい。このように保護膜と取付け手段とを一体化する
ことにより、部品点数が削減されるため、組立て作業が容易になるとともに製造コストを
削減することが可能になる。
【００３０】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護膜がその周縁部に襞部を
有していることが好ましい。このように、保護膜に襞部を設けることにより、襞部を把持
して保護膜を保護部材に取付けることが可能になるため、取付け作業が容易化する。
【００３１】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護部材が、収容領域を含む
内側枠体とこの内側枠体の外周壁を取り囲むように内側枠体に嵌め合わされる外側枠体と
を含み、このうち外側枠体が、感圧手段の主表面および上記空気室を覆う保護膜部と、外
周壁に全周にわたって設けられた突出部とを含んでいることが好ましい。このように、保
護膜と内側枠体とを一体化することにより部品点数が削減されるため、組立て作業が容易
になるとともに製造コストを削減することが可能になる。また、外側枠体の外周壁に突出
部を設けることにより、有底筒状の測定治具を基板の表面側から上記突出部に密着するよ
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うに被せることによって簡便に感圧面を含む密閉系を構成することが可能になるため、感
圧素子の出力特性を容易に測定することができるようになる。
【００３２】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、信号を処理する回路基板と、感圧手段か
ら出力される信号を回路基板に伝達するフレキシブル配線とをさらに備えていてもよい。
この場合、保護部材が、収容領域を含む内側枠体と、内側枠体の外周壁を取り囲むように
内側枠体に嵌め合わされる外側枠体とを含んでいることが好ましく、フレキシブル配線が
これら内側枠体と外側枠体との間を挿通していることが好ましい。このように、フレキシ
ブル配線を保護部材の外周壁に沿って配置せず、保護部材中を挿通するように構成するこ
とにより、フレキシブル配線の剥がれを防止することができる。
【００３３】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、外側枠体が、外側枠体の内周
面から突出して設けられ、収容領域が形成された内側枠体の収容領域形成面の周縁に距離
をもって面する張り出し部を有していることが好ましく、この張り出し部によって内側枠
体と外側枠体との間を挿通するフレキシブル配線が保護されていることが好ましい。この
ように、外側枠体にフレキシブル配線を保護する張り出し部を設けることにより、感圧部
を生体に押圧することによって生じる押圧力がフレキシブル配線に集中することが回避さ
れるため、フレキシブル配線が断線するおそれがなくなる。
【００３４】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護部材が接地電位に電気的
に接続されていることが好ましい。このように構成することにより、静電気の影響や、電
界・磁界ノイズの影響を感圧手段がより受け難くなるため、より確実に精度よく安定的に
脈波が測定できるようになる。
【００３５】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、信号を処理する回路基板と、感圧手段か
ら出力される信号を回路基板に伝達するフレキシブル配線とをさらに備えていてもよい。
この場合、上記フレキシブル配線によって、保護部材が接地電位に電気的に接続されてい
ることが好ましい。このように、感圧手段から出力される信号を伝達する信号線を含むフ
レキシブル配線に保護部材を接地する接地線を含ませることにより、部品点数が削減され
るようになり、組付け作業の容易化と製造コストの削減が実現されるようになる。
【００３６】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護部材が金属材料またはセ
ラミックス材料にて形成されていることが好ましい。このように構成することにより、感
圧手段に発生する熱が保護部材を介して効果的に放熱されるようになるため、安全性に優
れた脈波測定装置とすることができる。
【００３７】
　上記本発明に基づく脈波測定装置にあっては、たとえば、保護部材が表面に複数の微小
な凹凸を有していることが好ましい。このように構成することにより、保護部材の表面積
が増加するため、効果的に感圧手段に発生する熱を放熱することが可能になる。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明により、精度よく安定的に脈波を測定することが可能な脈波測定装置を提供する
ことが可能になる。
【００５１】
　また、本発明により、小型で高性能の脈波測定装置を提供することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して説明する。
【００５３】
　（実施の形態１）
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　本発明の実施の形態１における脈波測定装置は、基板として半導体基板を採用し、感圧
手段としてこの半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用した脈波測定装置である
。感圧素子としては、たとえばダイアフラムを利用した感圧素子が利用される。本実施の
形態における脈波測定装置は、半導体基板の主表面を体表に向かって押圧することにより
脈波を測定する押圧式の脈波測定装置である。
【００５４】
　（全体構造）
　まず、図１および図２を参照して、本発明の実施の形態１における脈波測定装置の全体
構造について説明する。図１は、本発明の実施の形態１における脈波測定装置の全体構造
を示す概略斜視図である。また、図２（ａ）は、本実施の形態における脈波測定装置のハ
ウジング部の構造を示す概略斜視図であり、図２（ｂ）は、このハウジング部の下面図で
ある。
【００５５】
　図１に示すように、本実施の形態における脈波測定装置は、固定台３４と、ハウジング
部２８と、バンド３６とを備えている。固定台３４は、被験者の生体４０の測定部位を固
定するための台座である。図１に示す脈波測定装置にあっては、脈波を測定する測定部位
として被験者の手首を採用している。このため、固定台３４は手首を固定することが可能
な形状となっている。
【００５６】
　バンド３６は、固定台３４の所定位置に取付けられている。また、バンド３６には、ハ
ウジング部２８が取付けられている。ハウジング部２８は、後述するようにその下面に感
圧部３０（図２参照）を有している。このため、バンド３６を固定台３４上に載せた手首
に巻き付けることにより、ハウジング部２８の感圧部３０が被験者の測定部位上に位置す
るようになる。
【００５７】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示すように、ハウジング部２８の下面側には、感圧面２
を含む感圧部３０が配設されている。感圧部３０上には、感圧部３０を生体に押圧するた
めの空気袋３２が取り付けられている。なお、感圧部３０は、上下方向に移動可能に支持
されている。
【００５８】
　（押圧機構）
　次に、図３を参照して、本実施の形態における脈波測定装置の押圧機構について説明す
る。図３は、本実施の形態における脈波測定装置の押圧機構を示すための模式図である。
なお、図３（ａ）は、測定前を示す模式図であり、図３（ｂ）は、測定時を示す模式図で
ある。
【００５９】
　図３（ａ）および図３（ｂ）に示すように、脈波測定装置のハウジング部２８の内部に
は、回路基板２６が配設されている。この回路基板２６には、感圧素子から出力される信
号を処理する処理回路が構成されている。感圧素子から出力される信号の伝達には、フレ
キシブル配線１８が用いられる。フレキシブル配線１８は、一方端が感圧素子を有する感
圧部３０に電気的に接続されており、他方端が回路基板２６に電気的に接続されている。
【００６０】
　図３（ａ）に示すように、測定前においては、感圧部３０が体表４０から離れた位置に
配置されている。このとき、フレキシブル配線１８は余剰部分を有しており、感圧部３０
と回路基板２６との間で弛んでいる。測定時には、図示しない空気袋が膨張することによ
り、図３（ｂ）に示すように感圧部３０が図中矢印Ａ方向に向かって移動し、感圧部３０
の感圧面２が体表４０に押圧された状態となる。この状態において、体表４０である皮膚
直下に位置する動脈に発生する脈波を感圧素子によって検出することが可能になる。
【００６１】
　（感圧部の構造）
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　次に、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部の構造について詳細に説明する。図
４は、本実施の形態における脈波測定装置の概略断面図であり、図５は、図４に示す感圧
部の拡大断面図である。また、図６は、図４に示す脈波測定装置の感圧部の他の部分にお
ける概略断面図である。
【００６２】
　図４および図５に示すように、感圧部３０は、主表面に感圧素子が形成された半導体基
板１と、半導体基板１の裏面を支持する支持部材９と、支持部材９を保持するとともに半
導体基板１を保護する保護部材１２と、半導体基板１に電気的に接続されるフレキシブル
配線１８と、感圧部３０の体表との接触部に取付けられる保護膜１６とを主に備えている
。
【００６３】
　保護部材１２は、略台形形状を有する樹脂部材からなり、その表面に半導体基板１を収
容する収容領域を有している。本実施の形態においては、収容領域は、保護部材１２の表
面に形成された凹部によって構成されている。この凹部の底面には、支持部材９が配置さ
れている。支持部材９は、絶縁部材として機能する板状部材であり、たとえばガラス板や
アルマイト処理されたアルミニウム板が用いられる。この支持部材９の上面には、半導体
基板１が接着される。この接着には、たとえば陽極接合が用いられる。
【００６４】
　図４に示すように、保護部材１２には、大気を導入するための連通孔１３が形成されて
いる。連通孔１３は、保護部材１２の凹部に配置された支持部材９の下面にまで達してい
る。支持部材９には、連通孔１０が形成されている。この連通孔１０は、上述の保護部材
１２に設けれた連通孔１３に連通しており、支持部材９上に配置された半導体基板１の下
面にまで達している。半導体基板１の下面の所定領域には微細孔７が設けられており、こ
の微細孔７は、上述の支持部材９に設けられた連通孔１０に連通している。微細孔７の上
部に感圧素子の一部であるダイアフラムが形成されている。このように、連通孔１３，１
０および微細孔７を設け、これらの孔を用いて大気を導入することにより、ダイアフラム
の下面が大気圧に維持されるようになる。
【００６５】
　図５に示すように、フレキシブル配線１８は、一方端が半導体基板１の主表面に設けら
れた接続電極部５ａにろう材２４によってろう付けされており、他方端が図示しない回路
基板に電気的に接続されている。フレキシブル配線は、複数本の箔状配線を可撓性シート
によって被覆支持した配線であり、一般にフレキシブルフラットケーブルと呼ばれる。フ
レキシブル配線１８は、半導体基板１の端部から保護部材１２の側面へと引き出され、接
着剤２５によって保護部材１２に固定されている。
【００６６】
　ここで、フレキシブル配線１８は、保護部材１２に接着剤２５によって固定された固定
部１８ａと、半導体基板１にろう材２４によって接続された接続部１８ｂと、固定部１８
ａと接続部１８ｂとの間に位置し、僅かに弛ませて配置された弛緩部１８ｃとを備えてい
る。この弛緩部１８ｃを設けることにより、フレキシブル配線１８に体積変動が生じた場
合にもこの弛緩部１８ｃによって応力が緩和されるため、半導体基板１に直接応力がかか
ることが回避される。
【００６７】
　（空気室の構造）
　図５に示すように、保護部材１２の収容領域を構成する凹部の壁面２０ａは、半導体基
板１の端面との間に空気室２０が介在するように配置されている。すなわち、保護部材１
２の壁面２０ａと半導体基板１の端面とは離間して配置されており、これによって空気室
２０が構成されている。なお、本実施の形態においては、空気室２０が半導体基板１の全
周にわたって位置するように構成されている
。
【００６８】
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　空気室２０は、図６に示すように、保護部材１２中に設けられた連通孔１４によって大
気開放されている。これにより、空気室２０内の空気は常に大気圧に維持されることにな
る。なお、本実施の形態における脈波測定装置においては、支持部材９の端面も空気室２
０と面するように構成されている。
【００６９】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、主表面に感圧素子が形成された
半導体基板の端面が空気室によって囲まれているため、半導体基板の端面に他の部材が配
置された脈波測定装置に比べ、環境温度の変化や体表から熱伝達が生じても半導体基板に
応力が作用することがなく、精度よく安定的に脈波を測定することが可能になる。
【００７０】
　また、半導体基板の端面を空気室にて覆うことにより、半導体基板を体表に押圧するこ
とによって生ずる半導体基板の横方向への変形が抑止されることがないため、半導体基板
の端面から基板へと応力が作用することが回避される。この結果、精度よく安定的に脈波
を測定することが可能になる。
【００７１】
　さらには、保護部材の収容領域である凹部内に半導体基板が配置されるため、保護部材
によって確実に半導体基板が保護される。このため、小型で高性能の脈波測定装置を提供
することが可能になる。
【００７２】
　図７は、本実施の形態における脈波測定装置の変形例に基づく感圧部の概略断面図であ
る。上記においては、図６に示すように、フレキシブル配線１８から半導体基板１へ応力
が作用しないように、フレキシブル配線１８が弛緩部１８ｃを有している場合を例示して
説明を行なったが、図７に示すように、フレキシブル配線１８の固定部１８ａと接続部１
８ｂとの間に他の部位とは異なる剛性を有する部位１８ｄを形成してもよい。この他の部
位とは異なる剛性を有する部位１８ｄの形成方法としては、フレキシブル配線１８の被覆
を一部剥ぎ、配線を露出させる方法や、フレキシブル配線１８の被覆を一部薄くする方法
などが考えられる。
【００７３】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２における脈波測定装置の感圧部の構造について詳細に説明
する。図８は、本発明の実施の形態２における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である
。本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態１と同様に、感圧手段として
半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態１と
同様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明は繰り返さない。
【００７４】
　（感圧部の構造）
　図８に示すように、本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態１と同様
に、半導体基板１の端面と面するように空気室２０が形成されている。本実施の形態にお
ける脈波測定装置にあっては、フレキシブル配線１８が、固定部１８ａと接続部１８ｂの
間に、上述の実施の形態１の弛緩部１８ｃよりもさらに大きく湾曲するように曲げること
によって形成された弛緩部１９を備えている。この弛緩部１９は、空気室２０内に配置さ
れている。
【００７５】
　（作用・効果）
　このように、フレキシブル配線に設ける弛緩部を空気室内に配置することにより、弛緩
部を大きく取ることが可能になる。弛緩部を大きく取れば、半導体基板に作用する応力も
その分低減させることが可能になるため、より精度よく安定的に脈波を測定することが可
能になる。また、弛緩部を空気室内に配置することにより、弛緩部を設けることによる装
置の大型化が回避されるため、小型で高性能の脈波測定装置を提供することが可能になる
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。
【００７６】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。図
９は、本発明の実施の形態３における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であり、図１０
は、図９に示す感圧部の拡大断面図である。また、図１１は、図９に示す脈波測定装置の
半導体基板の構造を示す概略斜視図である。本実施の形態における脈波測定装置は、上述
の実施の形態１と同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採
用している。なお、上述の実施の形態１と同様の部分については図中同一の符号を付し、
ここではその説明は繰り返さない。
【００７７】
　（感圧部の構造）
　図９および図１０に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は、
上述の実施の形態１と同様に、主表面に感圧素子が形成された半導体基板１と、半導体基
板１の裏面を支持する支持部材９と、支持部材９を保持するとともに半導体基板１を保護
する保護部材１２と、半導体基板１に電気的に接続されるフレキシブル配線１８と、感圧
部３０の体表との接触部に取付けられる保護膜１６とを主に備えている。
【００７８】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、半導体基板１の端面に保
護部材１２が接するように配置されている。これにより、保護部材１２によって半導体基
板１が保護されている。
【００７９】
　（半導体基板の構造）
　図１１に示すように、半導体基板１は、その主表面に複数の感圧素子３を有している。
感圧素子３は、半導体基板１の中央部近傍に複数個配置されている。半導体基板１の主表
面の所定領域には、感圧素子３から出力される信号を外部へ伝達するための導体膜からな
る配線５が形成されている。配線５は、同じく導体膜からなる接続電極部５ａに接続され
ている。この接続電極部５ａにフレキシブル配線１８の一方端がろう材２４によってろう
付けされる（図１０参照）。
【００８０】
　半導体基板１の主表面には、感圧素子３を囲むように溝４が設けられている。この溝４
により、半導体基板１の周縁には薄肉部が構成される。なお、図１１に示す半導体基板１
においては、溝４は半導体基板１の３辺に設けられており、感圧素子３の３方向に薄肉部
が位置している。
【００８１】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、半導体基板の主表面に感圧素子
を囲むように溝が形成されており、この溝によって薄肉部が構成されている。このため、
環境温度の変化や体表から熱伝達による保護部材の体積変動が生じても、保護部材から半
導体基板に作用する応力が薄肉部によって緩和されるため、精度よく安定的に脈波を測定
することが可能になる。
【００８２】
　また、半導体基板の主表面に薄肉部を設けることにより、半導体基板を体表に押圧する
ことによって生ずる半導体基板の横方向への変形が拘束され難くなるため、半導体基板の
端面から基板へと作用する応力が薄肉部によって緩和される。この結果、精度よく安定的
に脈波を測定することが可能になる。
【００８３】
　さらには、本実施の形態においては、半導体基板に溝を形成するという簡便な構造にて
応力の緩和が図られるため、小型で高性能の脈波測定装置を提供することが可能になる。
【００８４】
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　なお、図１０に示すように、本実施の形態においては、上述の実施の形態１と同様に、
フレキシブル配線１８から半導体基板１へ応力が作用しないように、フレキシブル配線１
８に弛緩部１８ｃを設けているが、フレキシブル配線１８の固定部１８ａと接続部１８ｂ
との間に、他の部位とは異なる剛性を有する部位を形成してもよい。
【００８５】
　（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。図
１２は、本発明の実施の形態４における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であり、図１
３は、図１２に示す感圧部の拡大断面図である。また、図１４は、図１２に示す脈波測定
装置の半導体基板の構造を示す概略斜視図である。本実施の形態における脈波測定装置は
、上述の実施の形態１と同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素
子を採用している。なお、上述の実施の形態１と同様の部分については図中同一の符号を
付し、ここではその説明は繰り返さない。
【００８６】
　（感圧部の構造）
　図１２および図１３に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は
、上述の実施の形態１と同様に、主表面に感圧素子が形成された半導体基板１と、半導体
基板１の裏面を支持する支持部材９と、支持部材９を保持するとともに半導体基板１を保
護する保護部材１２と、半導体基板１に電気的に接続されるフレキシブル配線１８と、感
圧部３０の体表との接触部に取付けられる保護膜１６とを主に備えている。
【００８７】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、半導体基板１の端面に保
護部材１２が接するように配置されている。これにより、保護部材１２によって半導体基
板１が保護されている。
【００８８】
　（半導体基板の構造）
　図１４に示すように、半導体基板１は、その主表面に複数の感圧素子３を有している。
感圧素子３は、半導体基板１の中央部近傍に複数個配置されている。半導体基板１の主表
面の所定領域には、感圧素子３から出力される信号を外部へ伝達するための導体膜からな
る配線５が形成されている。
【００８９】
　半導体基板１の所定領域には、段差部６が設けられている。この段差部６は、半導体基
板１の主表面である感圧面２よりも後退した段差面を有しており、この段差面上に導体膜
からなる接続電極部５ａが形成されている。この接続電極部５ａは、上述の配線５に接続
されている。この接続電極部５ａにフレキシブル配線１８の一方端がろう材２４によって
ろう付けされる（図１３参照）。なお、図１３に示す半導体基板１においては、段差部６
は半導体基板１の一対の対向する辺に設けられている。
【００９０】
　（接続電極部近傍の構造）
　図１３に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、上
述の段差部６を備えた半導体基板１が支持部材９上に配置されている。段差部６において
は、接続電極部５ａ上にフレキシブル配線１８が位置している。接続電極部５ａとは反対
側に位置するフレキシブル配線１８の上面は、半導体基板１の主表面と略同一平面上に位
置するように構成されている。すなわち、保護膜１６の下面と接する部分が、ほぼフラッ
トな形状となっている。
【００９１】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、体表に押圧する感圧部の表面が
ほぼフラットな形状となるため、皮膚張力の分力が半導体基板に作用することが回避され
るようになる。このため、精度よく安定的に脈波を測定することが可能になる。



(13) JP 4363157 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

【００９２】
　なお、図１３に示すように、本実施の形態においては、上述の実施の形態１と同様に、
フレキシブル配線１８から半導体基板１へ応力が作用しないように、フレキシブル配線１
８に弛緩部１８ｃを設けているが、フレキシブル配線１８の固定部１８ａと接続部１８ｂ
との間に、他の部位とは異なる剛性を有する部位を形成してもよい。
【００９３】
　（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５における脈波測定装置の感圧部の構造について詳細に説明
する。図１５は、本発明の実施の形態５における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であ
る。本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態４と同様に、感圧手段とし
て半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態４
と同様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明は繰り返さない。
【００９４】
　（感圧部の構造）
　図１５に示すように、本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態２およ
び４を組合わせた構造を有する。すなわち、半導体基板１は、その主表面に段差部６を有
しており、この段差部６に接続電極部５ａを有している。この接続電極部５ａ上に、フレ
キシブル配線１８が位置しており、その上面が半導体基板１の主表面と略同一平面上に位
置するように構成されている。また、半導体基板１の端面に面するように、空気室２０が
形成されている。空気室２０内には、フレキシブル配線１８を大きく湾曲させて弛ませる
ことによって形成した弛緩部１９が位置している。
【００９５】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、半導体基板に段差部を設けるこ
とにより体表に押圧する感圧部の表面がほぼフラットな形状となっているため、皮膚張力
の分力の影響を受けにくい。また、半導体基板の端面が空気室によって囲まれているため
、半導体基板の端面に他の部材が配置された脈波測定装置に比べて半導体基板の端面に受
ける応力が大幅に低減される。さらには、フレキシブル配線に弛緩部が設けられているた
め、フレキシブル配線による応力が半導体基板に作用することが回避される。以上により
、半導体基板に作用する種々の力が排除されるため、非常に精度よくかつ安定的に脈波を
測定することが可能になる。
【００９６】
　（実施の形態６）
　次に、本発明の実施の形態６における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。図
１６は、本発明の実施の形態６における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であり、図１
７は、図１６に示す感圧部の拡大断面図である。本実施の形態における脈波測定装置は、
上述の実施の形態４と同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素子
を採用している。なお、上述の実施の形態４と同様の部分については図中同一の符号を付
し、ここではその説明は繰り返さない。
【００９７】
　（感圧部の構造）
　図１６および図１７に示すように、本実施の形態における脈波測定装置にあっては、上
述の実施の形態４における脈波測定装置に比べ、半導体基板１に設けられた段差部６の高
さがより高くなっている。この段差部６の接続電極部５ａ上には、フレキシブル配線１８
が配置されている。さらに、このフレキシブル配線１８上には、スペーサ部材２２が配置
されている。フレキシブル配線１８とは反対側に位置するスペーサ部材２２の上面は、半
導体基板１の主表面と略同一平面上に位置するように構成されている。すなわち、保護膜
１６の下面と接する部分が、ほぼフラットな形状となっている。
【００９８】
　（作用・効果）
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　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、体表に押圧する感圧部の表面が
スペーサ部材を用いることによってほぼフラットな形状となっているため、皮膚張力の分
力が半導体基板に作用することが回避される。このため、精度よく安定的に脈波を測定す
ることが可能になる。
【００９９】
　（実施の形態７）
　次に、本発明の実施の形態７における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。図
１８は、本発明の実施の形態７における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であり、図１
９は、図１８に示す感圧部の拡大断面図である。本実施の形態における脈波測定装置は、
上述の実施の形態１と同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素子
を採用している。なお、上述の実施の形態１と同様の部分については図中同一の符号を付
し、ここではその説明は繰り返さない。
【０１００】
　（感圧部の構造）
　図１８および図１９に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は
、上述の実施の形態１と同様に、主表面に感圧素子が形成された半導体基板１と、半導体
基板１の裏面を支持する支持部材９と、支持部材９を保持するとともに半導体基板１を保
護する保護部材１２と、半導体基板１に電気的に接続されるフレキシブル配線１８と、感
圧部３０の体表との接触部に取付けられる保護膜１６とを主に備えている。
【０１０１】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、半導体基板１の端面に保
護部材１２が接するように配置されている。これにより、保護部材１２によって半導体基
板１が保護されている。
【０１０２】
　（半導体基板の構造）
　図１８および図１９に示すように、半導体基板１の主表面の所定領域には、感圧素子３
から出力される信号を外部へ伝達するための導体膜からなる配線５が形成されている。配
線５は、半導体基板１に設けられた接続コンタクト８を介して、半導体基板１の裏面に設
けられた接続電極部５ａに接続されている。すなわち、接続電極部５ａは、半導体基板１
の主表面よりも後退した位置に形成されている。接続コンタクト８は、半導体基板１に設
けられたスルーホール内を導電部材によって充填することによって形成されたプラグであ
る。
【０１０３】
　支持部材９は、半導体基板１の裏面に設けられた接続電極部５ａに対応する位置に、切
り欠き部１１を有している。これにより、接続電極部５ａにフレキシブル配線１８の一方
端が接続可能になっており、半導体基板１の裏面において、フレキシブル配線１８がろう
材２４によって接続電極部５ａにろう付けされている。なお、フレキシブル配線１８は、
保護部材１２に設けられた挿通孔１５を挿通して保護部材１２の側面へと引き出されてい
る。
【０１０４】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、接続電極部を半導体基板の裏面
に設けることにより、フレキシブル配線が、半導体基板の主面上に位置しないため、体表
に押圧する感圧部の表面がほぼフラットな形状となり、皮膚張力の分力が半導体基板に作
用することが回避されるようになる。このため、精度よく安定的に脈波を測定することが
可能になる。
【０１０５】
　なお、図１９に示すように、本実施の形態においては、上述の実施の形態１と同様に、
フレキシブル配線１８から半導体基板１へ応力が作用しないように、フレキシブル配線１
８に弛緩部１８ｃを設けているが、フレキシブル配線１８の固定部１８ａと接続部１８ｂ
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との間に、他の部位とは異なる剛性を有する部位を形成してもよい。
【０１０６】
　（実施の形態８）
　次に、本発明の実施の形態８における脈波測定装置の感圧部の構造について詳細に説明
する。図２０は、本発明の実施の形態８における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であ
る。本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態７と同様に、感圧手段とし
て半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態７
と同様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明は繰り返さない。
【０１０７】
　（感圧部の構造）
　図２０に示すように、本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態２およ
び７を組合わせた構造を有する。すなわち、半導体基板１は、スルーホールを導電部材に
て充填することによって形成された接続コンタクト８を有しており、裏面に接続電極部５
ａを有している。この接続電極部５ａには、フレキシブル配線１８が接続されている。ま
た、半導体基板１の端面に面するように、空気室２０が形成されている。空気室２０内に
は、フレキシブル配線１８を大きく湾曲させて弛ませることによって形成した弛緩部１９
が位置している。
【０１０８】
　（作用・効果）
　このように、本実施の形態における脈波測定装置では、接続電極部を半導体基板の裏面
に設けることにより、フレキシブル配線が、半導体基板の主面上に位置しないため、体表
に押圧する感圧部の表面がほぼフラットな形状となり、皮膚張力の分力が半導体基板に作
用することが回避されるようになる。また、半導体基板の端面が空気室によって囲まれて
いるため、半導体基板の端面に他の部材が配置された脈波測定装置に比べ、半導体基板の
端面に受ける応力が大幅に低減されている。さらには、フレキシブル配線に弛緩部が設け
られているため、フレキシブル配線による応力が半導体基板に作用することも回避されて
いる。以上により、半導体基板に作用する種々の力が排除されるため、非常に精度よくか
つ安定的に脈波を測定することが可能になる。
【０１０９】
　（実施の形態１ないし８に示す脈波測定装置のさらなる課題）
　上述の実施の形態１ないし８に示す構成の脈波測定装置においては、半導体基板の端部
に作用する種々の力を排除することが可能になるため、従来の脈波測定装置と比べて飛躍
的に測定精度が向上する効果が得られるものの、以下の点においてはさらなる改良が必要
である。
【０１１０】
　第１に、脈波測定装置を繰り返し使用することにより、感圧面を覆うように保護部材に
取付けた保護膜がめくれ上がる問題がある。これは、繰り返し感圧部が昇降することによ
り、フレキシブル配線が屈曲し、フレキシブル配線が保護膜による押圧力に抗して保護部
材の側壁から剥がれるために生ずるものである。
【０１１１】
　第２に、感圧素子の出力特性のばらつきを把握するために行なわれる製品出荷前の検査
工程において、感圧素子の出力特性の測定を正確に行うことが困難であるという問題があ
る。上述のように、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素子を利用する
場合、製造条件等の変動により、個々のセンサチップの出力特性は互いに相違することに
なる。このため、高精度に脈波を測定するためには個々のセンサチップの出力特性を把握
し、必要に応じて測定値を補正する必要がある。この感圧素子の出力特性の測定は、たと
えば密閉系に感圧部を配置し、系内の気圧を高めて感圧面に所定の圧力を加え、その出力
を測定することによって行なわれる。しかしながら、上述の実施の形態１ないし８に示す
構成の脈波測定装置においては、構造上の問題から密閉系を構成することが困難であり、
正確に出力特性を測定することが困難であるという問題を有している。
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【０１１２】
　第３に、フレキシブル配線が半導体基板の端部において断線するおそれがあるという問
題がある。上述の実施の形態７および８に示す脈波測定装置においては、半導体基板の裏
面側にフレキシブル配線が接続される接続電極部が設けられているため、感圧部を生体に
押圧することによって生じる押圧力がフレキシブル配線に加わることが回避され、結果的
にフレキシブル配線に断線が生じるおそれもないものとなっている。しかしながら、上述
の実施の形態１ないし６に示す脈波測定装置においては、フレキシブル配線が接続される
接続電極部が半導体基板の主表面側に位置しているため、フレキシブル配線が半導体基板
の主表面上に位置することになり、感圧部を生体に押圧することによって生じる押圧力が
フレキシブル配線の半導体基板の端部上に位置する部分に集中し、断線するおそれがある
。特に、実施の形態１，２および５に示す脈波測定装置のように、半導体基板の周囲に空
気室を設けた場合には、押圧時に空気室内に皮膚が入り込むことによってフレキシブル配
線の半導体基板の端部上に位置する部分のみならずフレキシブル配線の保護部材の端部上
に位置する部分においても応力が集中し、フレキシブル配線の断線がさらに誘発され易く
なる。
【０１１３】
　第４に、静電気の影響や、電界・磁界ノイズの影響を受け易いという問題がある。上述
の実施の形態１ないし８に示す脈波測定装置においては、半導体基板の主表面が薄い保護
膜によって覆われているのみであるため、静電気や電界・磁界ノイズの影響を受け易く、
これら外部からの影響によって正確に脈波の測定が行なえないおそれがある。
【０１１４】
　第５に、安全性の面での課題が残る。測定時においては、感圧素子に電流が流れるため
、半導体基板の温度が若干上昇する。室温環境下においては、この程度の温度上昇であれ
ば特に問題は生じないが、高温環境下で測定を行なった場合には、低温火傷を引き起こす
おそれが全くないとは断言できない。
【０１１５】
　以下においては、上述の実施の形態１ないし８における脈波測定装置にさらなる改良を
施すことにより、これら種々の問題が解決された脈波測定装置について、図を参照して詳
細に説明する。
【０１１６】
　（実施の形態９）
　まず、本発明の実施の形態９における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。図
２１は、本発明の実施の形態９における脈波測定装置の感圧部の概略斜視図であり、図２
２は、図２１に示す感圧部において保護膜を取外した状態を示す概略斜視図である。また
、図２３は、図２１に示す感圧部の概略断面図であり、図２４は、図２３に示す領域ＸＸ
ＩＶの拡大断面図である。本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態１と
同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお
、上述の実施の形態１と同様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明
を繰り返さない。
【０１１７】
　図２１ないし図２３に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は
、主表面に感圧素子が形成された半導体基板１と、半導体基板１の裏面を支持する支持部
材９と、支持部材９を保持するとともに半導体基板１を保護する保護部材１２と、半導体
基板１に電気的に接続されるフレキシブル配線１８と、感圧部３０の体表との接触部に取
付けられる保護膜１６とを主に備えている。
【０１１８】
　保護部材１２は、収容領域を含む内側枠体であるベース部４４と、ベース部４４の外周
壁を取り囲むようにベース部４４に嵌め合わされる外側枠体であるキャップ部４６とを有
している。すなわち、保護部材１２は、ベース部４４とキャップ部４６とに分割されてい
る。
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【０１１９】
　ベース部４４は、略直方体形状を有しており、上部に半導体基板１および支持部材９を
収容する収容領域を有している。収容領域は、ベース部４４の上面に設けられた凹部によ
って構成されている。キャップ部４６は、収容領域内に配置された半導体基板１の主表面
と直交する方向から見た外形が実質的に円形状となるように構成されている。キャップ部
４６の外周壁には、後述する取付け手段としてのＯリング４２の内側部分が嵌め込まれる
嵌合凹部４７が設けられている。この嵌合凹部４７は、キャップ部４６の全周にわたって
位置している。ベース部４４およびキャップ部４６の下面にはビス穴が設けられており、
取付けプレート４８を介してビス５０が取付けられることにより、ベース部４４とキャッ
プ部４６とが固定される。
【０１２０】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、半導体基板１の主表面の
端部に一端が取付けられたフレキシブル配線１８が、ベース部４４とキャップ部４６との
間を挿通し、感圧部３０の下面から外部へと引き出されている。このため、繰り返し使用
した場合にもフレキシブル配線がめくれ上がり、保護膜１６が剥がれる心配がない。
【０１２１】
　また、図２４に示すように、キャップ部４６は、ベース部４４の収容領域形成面である
上面の周縁に距離をもって面する張り出し部４６ａを有している。この張り出し部４６ａ
は、キャップ部４６の内周面から突出して設けられている。張り出し部４６ａは、ベース
部４４とキャップ部４６との間を挿通するフレキシブル配線１８の所定部位を上方から覆
うように設けられており、感圧部３０を生体に押圧する際にフレキシブル配線１８を保護
するためのものである。
【０１２２】
　本実施の形態においては、半導体基板１の端部とキャップ部４６の内周面との距離ｄ１
を１．４ｍｍに調整し、半導体基板１の端部と張り出し部４６ａの先端との距離ｄ２を０
．８ｍｍ程度に調整している。このように、距離ｄ２を１．０ｍｍ以下とすることにより
、感圧部３０を生体に押圧した際に空気室２０内に皮膚が侵入し難くなるため、感圧部３
０を生体に押圧することによって生じる押圧力がフレキシブル配線１８に集中することが
回避されるようになり、フレキシブル配線１８の断線が未然に防止されるようになる。
【０１２３】
　図２１および図２３に示すように、保護膜１６は、半導体基板１の主表面と半導体基板
１の端部に位置する空気室２０とを覆うようにキャップ部４６に取付けられている。ここ
で、保護膜１６の周縁部は、キャップ部４６の外周壁に被せられており、保護膜１６の上
からキャップ部４６の外周壁に設けられた嵌合凹部４７にＯリング４２の内側部分を嵌め
込むことにより、保護膜１６がキャップ部４６に締め付けて取付けられている。キャップ
部４６に嵌め込まれたＯリング４２の外側部分は嵌合凹部４７の外側に位置しており、キ
ャップ部４６の外周壁から突出している。なお、保護膜１６は、たとえばシリコンゴムな
どの可撓性部材にて形成されており、その周縁部には四方に向かって延びる襞部１６ａが
設けられている。これら襞部１６ａの間には、切り込み部１６ｂが設けられている。
【０１２４】
　上述のように、保護膜１６をＯリング４２にて固定する構成とすることにより、繰り返
し使用した場合にも保護膜２０がキャップ部４６から剥がれる心配がなくなる。また、上
述のように、Ｏリング４２を嵌合凹部４７に嵌め込む構成とすることにより、保護膜１６
の剥がれはさらに生じ難くなる。このため、繰り返しの使用に対しても破損し難い脈波測
定装置とすることが可能になる。
【０１２５】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０においては、内側枠体であるベース部
４２および外側枠体であるキャップ部４４がセラミックス材料にて形成されている。この
ように、ベース部４２とキャップ部４４とを高熱伝導性材料であるセラミックス材料にて
形成することにより、半導体基板１に設けられた感圧素子に電流が流れることによって生
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じる熱が支持部材９を介して効果的にベース部４２およびキャップ部４４によって放熱さ
れるため、感圧部３０の表面における温度上昇が低く抑えられるようになる。このため、
低温火傷を引き起こし難い安全性に優れた脈波測定装置とすることが可能になる。
【０１２６】
　図２５は、図２１に示す脈波測定装置の感圧部の組付け手順を説明するための分解斜視
図である。以下においては、この図を参照して上記脈波測定装置の感圧部の組付け手順に
ついて説明する。
【０１２７】
　まず、フレキシブル配線（図示せず）が取付けられた半導体基板１の裏面側に、支持部
材９を陽極接合等により接合する。つづいて、支持部材９上に接合された半導体基板１を
ベース部４４の上部に設けられた収容領域内に収容し、接着剤等を用いて固定する。
【０１２８】
　これと並行して、キャップ部４６に保護膜１６を被せ、Ｏリングによって保護膜１６を
キャップ部４６に固定する。なお、このとき、保護膜１６の周縁部に設けた襞部１６ａを
把持することにより、作業性よく保護膜１６をキャップ部４６に被せることが可能である
。また、襞部１６ａには切り込み部１６ｂが設けられているため、作業性は一段と向上す
る。
【０１２９】
　次に、半導体基板１が組付けられたベース部４４に、保護膜１６が取付けられたキャッ
プ部４６を嵌め合わせる。そして、下方から取付けプレート４８をビス５０を用いて取付
ける。このとき、取付けプレート４８に設けられたスリットからフレキシブル配線が引き
出されるようにする。
【０１３０】
　以上により、図２１に示す如くの感圧部３０の組付けが完了する。このように、上記構
成の脈波測定装置とすることにより、非常に簡単な作業で感圧部３０を組立てることが可
能になるため、製造コストが大幅に削減されるようになる。
【０１３１】
　図２６は、本実施の形態における脈波測定装置において、感圧素子の出力特性を測定す
る場合の測定方法を説明するための模式図である。本実施の形態における脈波測定装置の
感圧部においては、上述のとおり、保護膜１６をＯリング４２を用いてキャップ部４６に
固定している。このような構成を採用することにより、製品出荷前の検査工程において、
感圧素子の出力特性の測定を正確にかつ容易に行うことが可能になる。以下にその測定方
法を示す。
【０１３２】
　図２６に示すように、感圧素子の出力特性測定用の治具として、有底筒状の測定治具５
２を準備する。この測定治具５２は、内部に加圧室５３を有している。この加圧室５３は
、加圧ポンプ５５に接続されており、加圧ポンプ５５を駆動することによって加圧室５３
が加圧可能に構成されている。測定治具５２の開口部は、感圧部３０のキャップ部４６の
外形よりも大きく、かつ上述のＯリングの外径と同じかあるいは僅かに小さく構成されて
いる。
【０１３３】
　半導体基板１に形成された感圧素子の出力特性を測定するためには、半導体基板１の主
表面である感圧面２の全面にわたって均等に圧力を加えつつ、得られる感圧素子の出力を
モニタすることが必要である。そこで、本実施の形態における脈波測定装置においては、
感圧部３０に上記測定治具５２を上方から覆い被せ、測定治具５２の開口部がＯリング４
２に密着するようにし、この状態を維持しつつ加圧室５３内の気圧を高め、感圧素子の出
力をモニタすることによって、感圧素子の出力特性の測定が行なわれる。このような手法
を採用することにより、感圧面２の全面にわたって均等に圧縮空気による圧力（図中矢印
Ｃにて示す力）を印加することが可能になるため、正確にかつ迅速に感圧素子の出力特性
を測定することが可能になる。
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【０１３４】
　以上において説明したように、本実施の形態の如くの感圧部の構成を採用することによ
り、上述の実施の形態１において説明した効果に加え、保護膜が剥がれ難く、感圧素子の
出力特性が正確にかつ迅速に測定でき、フレキシブル配線が断線することなく、安全性に
優れた脈波測定装置とすることが可能になる。このため、上述の種々の問題点が解決され
た脈波測定装置を提供することが可能になる。
【０１３５】
　図２７は、本実施の形態における脈波測定装置の変形例を示す図であり、保護膜を取外
した状態における概略斜視図である。図２７に示すように、キャップ部４６の外表面に微
小な凹凸を付与することにより、半導体基板１にて発生する熱をより効果的に放熱するこ
とが可能になる。この凹凸は、たとえば図２７に示すように凹部４６ｂをキャップ部４６
の外表面に複数個設けることによって簡便に構成することが可能であり、このように構成
することによってキャップ部４６の表面積が増加し、放熱性能が向上するようになる。
【０１３６】
　（実施の形態１０）
　次に、本発明の実施の形態１０における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。
図２８は、本発明の実施の形態１０における脈波測定装置の感圧部の概略断面図であり、
図２９は、図２８に示す感圧部の回路基板への接続方法を示す模式図である。また、図３
０は、図２９に示すフレキシブル配線のコネクタ部の平面図である。本実施の形態におけ
る脈波測定装置は、上述の実施の形態９と同様に、感圧手段として半導体基板の主表面に
形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態９と同様の部分については
図中同一の符号を付し、ここではその説明を繰り返さない。
【０１３７】
　図２８に示すように、本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は、主表面に感
圧素子が形成された半導体基板１と、半導体基板１の裏面を支持する支持部材９と、支持
部材９を保持するとともに半導体基板１を保護する保護部材１２と、半導体基板１に電気
的に接続されるフレキシブル配線１８Ａと、保護部材１２に電気的に接続されるフレキシ
ブル配線１８Ｂと、感圧部３０の体表との接触部に取付けられる保護膜１６とを主に備え
ている。
【０１３８】
　保護部材１２は、上述の実施の形態９に示す脈波測定装置と同様に、収容領域を含む内
側枠体であるベース部４４と、ベース部４４の外周壁を取り囲むようにベース部４４に嵌
め合わされる外側枠体であるキャップ部４６とを有しており、ベース部４４およびキャッ
プ部４６は下方から取付けプレート４８によって固定されている。ただし、本実施の形態
における脈波測定装置においては、これらベース部４４およびキャップ部４６がともに導
電性材料である亜鉛にて形成されており、この点において上述の実施の形態９に示す脈波
測定装置と相違する。ここで、本実施の形態における脈波測定装置においては、成形性お
よび熱伝導性を考慮してベース部４４およびキャップ部４６を亜鉛にて形成したが、導電
性材料にて形成されていればどのような材料を用いてもよく、たとえば貴金属（金、銀、
白金等）や銅、アルミニウム等の適用が考えられる。
【０１３９】
　本実施の形態における脈波測定装置の感圧部３０は、半導体基板１の端部に一端が取付
けられたフレキシブル配線１８Ａとは別に、キャップ部４６および取付けプレート４８に
一端が取付けられたフレキシブル配線１８Ｂを備えている。フレキシブル配線１８Ｂの一
端は、たとえばキャップ部４６および取付けプレート４８によって挟持されており、これ
によりフレキシブル配線１８Ｂとキャップ部４６および取付けプレート４８が電気的に接
続されている。なお、取付けプレート４８はベース部４４に当接しているため、ベース部
４４もフレキシブル配線１８Ｂに電気的に接続されていることになる。
【０１４０】
　図２９に示すように、感圧部３０から引き出されたフレキシブル配線１８Ａ，１８Ｂに
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は、コネクタ６０が取付けられている。なお、フレキシブル配線１８Ａおよびフレキシブ
ル配線１８Ｂは、それぞれ別体からなるフレキシブル配線にて構成してもよいが、本実施
の形態における脈波測定装置においては、部品点数の削減および組付け作業の容易化の観
点から、一つのフレキシブル配線にて共有化している。すなわち、一端が半導体基板１の
端部に電気的に接続され、他端がキャップ部４６および取付けプレート４８に電気的に接
続されるようにフレキシブル配線１８を結線し、このフレキシブル配線１８の途中にコネ
クタ６０を設けている。
【０１４１】
　図２９に示すように、フレキシブル配線１８に設けられたコネクタ６０は、ソケット６
４に挿し込まれることにより、回路基板２６に接続される。図３０に示すように、半導体
基板１に取付けられた端部側から延びるフレキシブル配線１８Ａには、半導体基板１に設
けられた感圧素子の信号線１８Ａ１が設けられており、この信号線１８Ａ１は、コネクタ
６０の接続ピン６２ａに電気的に接続されている。一方、キャップ部４６および取付けプ
レート４８に取付けられた端部側から延びるフレキシブル配線１８Ｂには、接地線１８Ｂ
１が設けられており、この接地線１８Ｂ１は、コネクタ６０の接続ピン６２ｂに電気的に
接続されている。接地線１８Ｂ１は、コネクタ６０をソケット６４に取付けた状態におい
て、回路基板２６に設けられた接地電位を有する配線に電気的に接続される。
【０１４２】
　以上の如くの構成とすることにより、ベース部４４およびキャップ部４６が接地される
ため、これらベース部４４およびキャップ部４６が半導体基板１に形成された感圧素子に
対して避雷針および電磁シールドの役割を果たすようになる。このため、静電気の影響や
、電界・磁界ノイズの影響を感圧素子が受け難くなり、精度よく安定的に脈波を測定する
ことができるようになる。したがって、本実施の形態の如くの脈波測定装置とすることに
より、上述の実施の形態９において説明した効果に加え、耐静電気特性および耐電界・磁
界ノイズ特性に優れた脈波測定装置とすることが可能になる。また、導電性材料は一般に
熱伝導性にも優れているため、効果的に半導体基板１に生じる熱をベース部４２およびキ
ャップ部４４に放熱することが可能になる。
【０１４３】
　なお、信号線１８Ａ１が形成されたフレキシブル配線１８Ａと、接地線１８Ｂ１が形成
されたフレキシブル配線１８Ｂ１とを近接させ、接地線１８Ｂ１と信号線１８Ａ１とが対
面するようにフレキシブル配線１８Ａおよび１８Ｂを束ねた場合には、感圧素子から出力
される信号にノイズが重畳することが防止されるようになるため、さらに精度よく脈波を
測定することが可能になる。
【０１４４】
　（実施の形態１１）
　次に、本発明の実施の形態１１における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。
図３１は、本発明の実施の形態１１における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態９と同様に、感圧手段として半
導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態９と同
様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明を繰り返さない。
【０１４５】
　本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態９における脈波測定装置にお
いて、保護膜１６とＯリング４２とを一体化したものである。すなわち、図３１に示すよ
うに、保護膜１６のキャップ部４６の外周壁に対向する部分に、内側に向かって突出する
嵌合突部１６ｄおよび外側に向かって突出する突出部１６ｃを設けることにより、上述の
実施の形態９における保護膜１６とＯリング４２とを一体物にて形成している。
【０１４６】
　上記嵌合突部１６ｄは、保護膜１６の周縁部の全周にわたって設けられており、この嵌
合突部１６ｄをキャップ部４６の外周壁に設けられた嵌合凹部４７に嵌め込むことにより
、保護膜１６がキャップ部４６に取付けられる。すなわち、嵌合突部１６ｄは、上述の実
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施の形態９に示す脈波測定装置におけるＯリング４２の内側部分に相当する。上記突出部
１６ｃは、保護膜１６の周縁部の全周にわたって設けられており、上述の実施の形態９に
おいて説明した、感圧素子の出力特性を測定する際に用いられる測定治具の開口部に密着
させられる部位となる。すなわち、突出部１６ｃは、上述の実施の形態９に示す脈波測定
装置におけるＯリング４２の外側部分に相当する。
【０１４７】
　このように構成することにより、上述の実施の形態９において説明した効果に加え、組
立て作業が容易でかつ製造コストの削減が図られた脈波測定装置とすることができる。
【０１４８】
　（実施の形態１２）
　次に、本発明の実施の形態１２における脈波測定装置の構造について詳細に説明する。
図３２は、本発明の実施の形態１２における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態９と同様に、感圧手段として半
導体基板の主表面に形成された感圧素子を採用している。なお、上述の実施の形態９と同
様の部分については図中同一の符号を付し、ここではその説明を繰り返さない。
【０１４９】
　本実施の形態における脈波測定装置は、上述の実施の形態９における脈波測定装置にお
いて、保護膜１６、Ｏリング４２およびキャップ部４６を一体化したものである。すなわ
ち、図３２に示すように、キャップ部４６の上部に半導体基板１および空気室２０を覆う
保護膜部４６ｄを、キャップ部４６の外周壁に外側に向かって突出する突出部４６ｃをそ
れぞれ設けることにより、上述の実施の形態９における保護膜１６、Ｏリング４２および
キャップ部４６を一体物として形成している。
【０１５０】
　上記突出部４６ｃは、キャップ部４６の外周壁の全周にわたって設けられており、上述
の実施の形態９において説明した、感圧素子の出力特性を測定する際に用いられる測定治
具の開口部に密着させられる部位となる。すなわち、突出部４６ｃは、上述の実施の形態
９に示す脈波測定装置におけるＯリングの外側部分に相当する。
【０１５１】
　このように構成することにより、上述の実施の形態９において説明した効果に加え、組
立て作業が容易でかつ製造コストの削減が図られた脈波測定装置とすることができる。ま
た、上述の実施の形態１１に示す脈波測定装置よりも部品点数がさらに削減されるため、
さらに組立作業が容易となり、製造コストが大幅に削減されるようになる。
【０１５２】
　（他の変形例）
　上述の実施の形態１から１２においては、感圧手段としてダイアフラムを含む感圧素子
を採用した場合を例示して説明を行なったが、特にこれに限定されるものではなく、たと
えば、感圧手段として歪ゲージを用いることも可能である。
【０１５３】
　また、上述の実施の形態１から１２においては、保護部材に凹部を設けることによって
基板を収容する収容領域を構成した場合を例示して説明を行なったが、特に凹部に限定さ
れるものではない。
【０１５４】
　また、上述の実施の形態９から１２においては、半導体基板の端部に空気室が形成され
た脈波測定装置を前提として説明を行なったが、必ずしもこの前提を必要とするものでは
い。すなわち、上述の実施の形態１ないし１２に開示の技術は相互に組合わせることが可
能であり、使用条件等に合わせて適宜好適な組合わせを採用することができる。
【０１５５】
　また、上述の実施の形態１から１２においては、脈波を測定する脈波測定装置を例示し
て説明を行なったが、たとえば眼圧測定装置といった、体表に押圧して体表との接触圧を
測定する装置であれば、どのような装置にも本発明は適用可能である。
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【０１５６】
　このように、今回開示した上記各実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なも
のではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範
囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】本発明の実施の形態１における脈波測定装置の概略斜視図である。
【図２】（ａ）は、本発明の実施の形態１における脈波測定装置のハウジング部の概略斜
視図であり、（ｂ）は、下面図である。
【図３】（ａ）は、本発明の実施の形態１における脈波測定装置の押圧機構を説明するた
めの測定前の模式図であり、（ｂ）は測定時の模式図である。
【図４】本発明の実施の形態１における脈波測定装置の感圧部の構造を示す概略断面図で
ある。
【図５】図４に示す脈波測定装置の感圧部の拡大断面図である。
【図６】図４に示す脈波測定装置の感圧部の他の部分の概略断面図である。
【図７】本発明の実施の形態１における脈波測定装置の変形例に基づく感圧部の概略断面
図である。
【図８】本発明の実施の形態２における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図９】本発明の実施の形態３における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図１０】図９に示す脈波測定装置の感圧部の拡大断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態３における脈波測定装置の半導体基板の概略斜視図である
。
【図１２】本発明の実施の形態４における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図１３】図１２に示す脈波測定装置の感圧部の拡大断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態４における脈波測定装置の半導体基板の概略斜視図である
。
【図１５】本発明の実施の形態５における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態６における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図１７】図１６に示す脈波測定装置の感圧部の拡大断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態７における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図１９】図１８に示す脈波測定装置の感圧部の拡大断面図である。
【図２０】本発明の実施の形態８における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図２１】本発明の実施の形態９における脈波測定装置の感圧部の概略斜視図である。
【図２２】図２１に示す脈波測定装置の感圧部の保護膜を取外した状態における概略斜視
図である。
【図２３】図２１に示す脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図２４】図２３に示す領域ＸＸＩＶの拡大断面図である。
【図２５】図２１に示す脈波測定装置の感圧部の組付け構造を説明するための分解斜視図
である。
【図２６】図２１に示す脈波測定装置において、感圧素子の出力特性を測定する場合の測
定方法を説明するための模式図である。
【図２７】本発明の実施の形態９における脈波測定装置の変形例を示す図であり、保護膜
を取外した状態における概略斜視図である。
【図２８】本発明の実施の形態１０における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図２９】図２８に示す感圧部の回路基板への接続方法を示す模式図である。
【図３０】図２９に示すフレキシブル配線のコネクタ部の平面図である。
【図３１】本発明の実施の形態１１における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図３２】本発明の実施の形態１２における脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図３３】従来の脈波測定装置の感圧部の概略断面図である。
【図３４】従来の脈波測定装置の問題点を指摘するための模式図である。
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【符号の説明】
【０１５８】
　１　半導体基板、２　感圧面、３　感圧素子、４　溝、５　配線、５ａ　接続電極部、
６　段差部、７　微細孔、８　接続コンタクト、９　支持部材、１０　連通孔、１１　切
り欠き部、１２　保護部材、１３，１４　連通孔、１５　挿通孔、１６　保護膜、１６ａ
　襞部、１６ｂ　切り込み部、１６ｃ　突出部、１６ｄ　嵌合突部、１８　フレキシブル
配線、１８ａ　固定部、１８ｂ　接続部、１８ｃ　弛緩部、１８ｄ　（他の部分とは剛性
の異なる）部位、１８Ａ　フレキシブル配線、１８Ａ１　信号線、１８Ｂ　フレキシブル
配線、１８Ｂ１　接地線、１９　（大きく湾曲した）弛緩部、２０　空気室、２０ａ　（
収容部を構成する保護部材の）壁面、２２　スペーサ部材、２４　ろう材、２５　接着剤
、２６　回路基板、２８　ハウジング部、３０　感圧部、３２　空気袋、３４　固定台、
３６　バンド、４０　体表（生体）、４２　Ｏリング、４４　ベース部、４６　キャップ
部、４６ａ　張り出し部、４６ｂ　凹部、４６ｃ　突出部、４６ｄ　保護膜部、４６ｅ　
襞部、４７　嵌合凹部、４８　取付けプレート、５０　ビス、５２　測定治具、５３　加
圧室、５５　加圧ポンプ、６０　コネクタ、６２ａ，６２ｂ　接続ピン、６４　ソケット
。
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